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（令和7年12月1日現在）

　　　　　区　分

　Ｅ２８

　Ｅ２９（Ｅ２９４を除く）

　Ｅ３０

　Ｅ３１１

　Ｅ３１４

（１／３）
　　最低賃金の件名

367 16,188 5,396

岐阜県電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業
最低賃金

適用産業分類

特定（産業別）最低賃金の適用使用者数及び適用労働者数

適用使用者数 適用労働者数 申出必要者数

※　令和３年経済センサス活動調査結果を基に岐阜労働局労働基準部賃金室において推計したもの。

5,836 1,945

310 17,763 5,921

65

岐阜県自動車・同附属品
製造業最低賃金

岐阜県航空機・同附属品
製造業最低賃金
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令和８年度岐阜地方最低賃金審議会 審議方針（案） 

令 和 ８ 年 ３ 月 1 9 日 

岐阜地方最低賃金審議会は、下記事項に留意し審議を行うものとする。 

記 

１  諮問に係る改正審議に当たっては、専門部会を設置して調査審議を行う。 

 審議会委員は、専門部会委員の選任について、関係団体が公示期限までに推薦 

できるよう協力するものとする。 

２  令和８年度において諮問された岐阜県最低賃金については、令和８年 10 月１日

の発効を目途とし、審議の促進に努力する。 

３  特定最低賃金は、岐阜県全域において適用する。 

特定最低賃金の改正等の必要性に係る調査審議については、審議会で行う。 

改正等の決定については、全会一致の議決となるよう努める。 

４  特定最低賃金については、原則として、最低賃金審議会令第６条第５項の規定に 

  より、専門部会の決議をもって審議会の決議とするが、専門部会において全会一致

で議決されなかった場合には、審議会で決議するものとする。 

５  令和８年度において諮問された特定最低賃金については、一括して令和８年 12 

月 21日の発効を目途とし、審議の促進に努力する。 

   ただし、新設申出業種については、当該申出の取扱いが決定された時点において、 

  別途協議するものとする。 
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15日 8営業日 30日

→ → →

8月1日（土） 8月17日（月） 8月27日（木） 9月26日（土）

8月2日（日） 8月17日（月） 8月27日（木） 9月26日（土）

8月3日（月） 8月18日（火） 8月28日（金） 9月27日（日）

8月4日（火） 8月19日（水） 8月31日（月） 9月30日（水）

8月5日（水） 8月20日（木） 9月1日（火） 10月1日（木）

8月6日（木） 8月21日（金） 9月2日（水） 10月2日（金）

8月7日（金） 8月24日（月） 9月3日（木） 10月3日（土）

8月8日（土） 8月24日（月） 9月3日（木） 10月3日（土）

8月9日（日） 8月24日（月） 9月3日（木） 10月3日（土）

8月10日（月） 8月25日（火） 9月4日（金） 10月4日（日）

8月11日（火） 8月26日（水） 9月7日（月） 10月7日（水）

8月12日（水） 8月27日（木） 9月8日（火） 10月8日（木）

8月13日（木） 8月28日（金） 9月9日（水） 10月9日（金）

8月14日（金） 8月31日（月） 9月10日（木） 10月10日（土）

8月15日（土） 8月31日（月） 9月10日（木） 10月10日（土）

8月16日（日） 8月31日（月） 9月10日（木） 10月10日（土）

8月17日（月） 9月1日（火） 9月11日（金） 10月11日（日）

8月18日（火） 9月2日（水） 9月14日（月） 10月14日（水）

8月19日（水） 9月3日（木） 9月15日（火） 10月15日（木）

8月20日（木） 9月4日（金） 9月16日（水） 10月16日（金）

8月21日（金） 9月7日（月） 9月17日（木） 10月17日（土）

8月22日（土） 9月7日（月） 9月17日（木） 10月17日（土）

8月23日（日） 9月7日（月） 9月17日（木） 10月17日（土）

8月24日（月） 9月8日（火） 9月18日（金） 10月18日（日）

8月25日（火） 9月9日（水） 9月24日（木） 10月24日（土）

8月26日（水） 9月10日（木） 9月25日（金） 10月25日（日）

8月27日（木） 9月11日（金） 9月28日（月） 10月28日（水）

8月28日（金） 9月14日（月） 9月29日（火） 10月29日（木）

8月29日（土） 9月14日（月） 9月29日（火） 10月29日（木）

8月30日（日） 9月14日（月） 9月29日（火） 10月29日（木）

8月31日（月） 9月15日（火） 9月30日（水） 10月30日（金）

令和８年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表

（地域別最低賃金）

※10月1日(木）発効とするためには、８月５日（水）までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効
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15日 10営業日 30日

→ → →

10月1日（木） 10月16日（金） 10月30日（金） 11月29日（日）

10月2日（金） 10月19日（月） 11月2日（月） 12月2日（水）

10月3日（土） 10月19日（月） 11月2日（月） 12月2日（水）

10月4日（日） 10月19日（月） 11月2日（月） 12月2日（水）

10月5日（月） 10月20日（火） 11月4日（水） 12月4日（金）

10月6日（火） 10月21日（水） 11月5日（木） 12月5日（土）

10月7日（水） 10月22日（木） 11月6日（金） 12月6日（日）

10月8日（木） 10月23日（金） 11月9日（月） 12月9日（水）

10月9日（金） 10月26日（月） 11月10日（火） 12月10日（木）

10月10日（土） 10月26日（月） 11月10日（火） 12月10日（木）

10月11日（日） 10月26日（月） 11月10日（火） 12月10日（木）

10月12日（月） 10月27日（火） 11月11日（水） 12月11日（金）

10月13日（火） 10月28日（水） 11月12日（木） 12月12日（土）

10月14日（水） 10月29日（木） 11月13日（金） 12月13日（日）

10月15日（木） 10月30日（金） 11月16日（月） 12月16日（水）

10月16日（金） 11月2日（月） 11月17日（火） 12月17日（木）

10月17日（土） 11月2日（月） 11月17日（火） 12月17日（木）

10月18日（日） 11月2日（月） 11月17日（火） 12月17日（木）

10月19日（月） 11月4日（水） 11月18日（水） 12月18日（金）

10月20日（火） 11月4日（水） 11月18日（水） 12月18日（金）

10月21日（水） 11月5日（木） 11月19日（木） 12月19日（土）

10月22日（木） 11月6日（金） 11月20日（金） 12月20日（日）

10月23日（金） 11月9日（月） 11月24日（火） 12月24日（木）

10月24日（土） 11月9日（月） 11月24日（火） 12月24日（木）

10月25日（日） 11月9日（月） 11月24日（火） 12月24日（木）

10月26日（月） 11月10日（火） 11月25日（水） 12月25日（金）

10月27日（火） 11月11日（水） 11月26日（木） 12月26日（土）

10月28日（水） 11月12日（木） 11月27日（金） 12月27日（日）

10月29日（木） 11月13日（金） 11月30日（月） 12月30日（水）

10月30日（金） 11月16日（月） 12月1日（火） 12月31日（木）

10月31日（土） 11月16日（月） 12月1日（火） 12月31日（木）

令和８年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表

（特定(産業別)最低賃金）

※12月21日(月)発効とするためには、10月22日(木)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効
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特定最低賃金の審議の流れ（令和８年度）    

６月下旬  ７/１  7/29 ８/５  ８/21  ８/21     ９/25～10月中旬     10月下旬                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※10 月下旬の答申は、専門部会で最賃審議会令第６条第５項による答申がされなかった場合。 

    

令和８年度審議日程  

会議日等 審議内容 意見聴取等 

７月１日（水） 

第 494回 

岐阜地方最低賃金審議会 

・改正必要性諮問 

（改正申出要件を満たす申出書が 

 提出された業種） 

・労使双方は８月 10 日

（月）までに改正必要性

に係る意見書を提出。参

考人意見陳述を希望す

る場合は事務局へ申出。 

８月 21日（金） 

第 497回 

岐阜地方最低賃金審議会 

・必要性有無に係る審議（各業種） 

・必要性有無に係る答申（各業種） 

・金額改正に係る諮問（必要性ありの 

業種） 

・必要性有無に係る 

意見書朗読（事務局） 

・必要性有無に係る 

参考人意見陳述 

９月 25日（金） 

 特賃合同専門部会 

・部会長、部会長代理の選任 

・運営規程の審議、資料説明 

・労使双方は９月 11 日

（金）までに金額改正に

係る意見書を提出。 

10月上旬～10月中旬 

 特賃専門部会 

・金額改正審議（各業種） 

・金額改正に係る答申（全会一致の場合） 

・金額改正に係る 

意見書朗読（事務局） 

 

申 
 

 
 

 

出 
 

必 

要 

性 

の 

諮 

問 

関係労使意見書 

提出８月10日 

参考人意見陳述 

８月 21 日 

金 

額 

の 

諮 
問 

審  議 

（専門部会） 
必 

要 

性 

答 

申 

審 議 

（本審） 

意 見 書 

提出公示 

８月21日 

答 
 

 
 

 

申 

公示意見書

提出 

意見聴取 

（意見書） 

９月11日 
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効
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７
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９
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１
０
　
　
　
月

県 最 賃 専 門 部 会 委 員 推 薦 期 間

県 最 賃 関 係 労 使 意 見 申 出 期 間

県 最 賃 異 議 申 出 期 間 （ 十 五 日 間 ） 特 定 最 賃 関 係 労 使 意 見 申 出  

期 間 ・ 専 門 部 会 委 員 推 薦 期 間
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(
木
)

1
8
(
木
)

1
9
(
木
)

1
9
(
土
)

1
9
(
火
)

1
9
(
金
)

1
9
(
金
)

2
0
(
金
)

2
0
(
日
)

2
0
(
水
)

2
0
(
土
)

2
0
(
土
)

2
1
(
土
)

2
1
(
月
)
特
定
最
賃
発
効

2
1
(
木
)

2
1
(
日
)

2
1
(
日
)

2
2
(
日
)

2
2
(
火
)

2
2
(
金
)

2
2
(
月
)

2
2
(
月
)
春
分
の
日

2
3
(
月
)
勤
労
感
謝
の
日

2
3
(
水
)

2
3
(
土
)

2
3
(
火
)
天
皇
誕
生
日

2
3
(
火
)

2
4
(
火
)

2
4
(木

)
2
4
(
日
)

2
4
(
水
)

2
4
(
水
)

2
5
(
水
)

2
5
(
金
)

2
5
(
月
)

2
5
(
木
)

2
5
(
木
)

2
6
(
木
)

2
6
(
土
)

2
6
(
火
)

2
6
(
金
)

2
6
(
金
)

2
7
(
金
)

2
7
(
日
)

2
7
(
水
)

2
7
(
土
)

2
7
(
土
)

2
8
(
土
)

2
8
(
月
)

2
8
(
木
)

2
8
(
日
)

2
8
(
日
)

2
9
(
日
)

2
9
(
火
)

2
9
(
金
)

2
9
(
月
)

3
0
(
月
)

3
0
(
水
)

3
0
(
土
)

3
0
(
火
)

3
1
(木

)
3
1
(
日
)

3
1
(
水
)

令
和
８
年
1
1
月
～
令
和
９
年
３
月
審
議
会
等
日
程
（
案
）

１
１
　
　
　
月

１
２
　
　
　
月

１
　
　
　
月

２
　
　
　
月

３
　
　
　
月

15

andouy
フリーテキスト
資料№７
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開催日
開催
時刻

会議名 議題

令和8年
7月1日（水）

10:00
第494回岐阜地方最低
賃金審議会

岐阜県最低賃金改正諮問
特定最低賃金必要性諮問

13:30
第495回岐阜地方最低
賃金審議会

岐阜県最低賃金意見陳述
同目安伝達
特定最低賃金必要性審議

15:00
第1回岐阜県最低賃金
専門部会

部会長選出・運営規程・議事公開
範囲・資料説明

8月3日（月） 13:30
第2回岐阜県最低賃金
専門部会

金額審議

8月4日（火） 13:30
第3回岐阜県最低賃金
専門部会

金額審議

9:30
第4回岐阜県最低賃金
専門部会

金額審議

11:00
第496回岐阜地方最低
賃金審議会

岐阜県最低賃金答申
特定最低賃金必要性審議

8月7日（金）
9：30
11：00

第4回岐阜県最低賃金
専門部会（予備日）
第496回岐阜地方最低
賃金審議会（予備日）

同上

8月21日（金） 9:30
第497回岐阜地方最低
賃金審議会

岐阜県最低賃金異議諮問・同答申・
特定最低賃金意見陳述・同必要性
答申・同金額諮問

8月25日（火） 9:30
第497回岐阜地方最低
賃金審議会（予備日）

同上

9月25日（金） 14:00
特定最低賃金
合同専門部会

部会長選出・運営規程・議事公開
範囲・資料説明

審議会・専門部会等日程（案）一覧

7月29日（水）

8月5日（水）

17



開催日
開催
時刻

会議名 議題

10月2日（金） 13:30 第2回航空機専門部会 金額審議

10月5日（月） 13:30 第2回電機専門部会 金額審議

10月7日（水） 13:30 第2回自動車専門部会 金額審議

10月9日（金） 13:30 第3回航空機専門部会 金額審議・答申

10月14日（水） 13:30 第3回電機専門部会 金額審議・答申

10月19日（月） 13:30 第3回自動車専門部会 金額審議・答申

10月21日（水） 10:00
第498回岐阜地方最低
賃金審議会

専門部会報告・専門部会廃止

11月6日（金） 10:00
第499回岐阜地方最低
賃金審議会

異議申出審議
（異議申出なしの場合は非開催）

令和9年
2月15日(月)

14:00 第1回運営小委員会
委員長等選出・令和9年度審議方針
令和9年度上半期日程調整

3月17日（水） 16:00
第500回岐阜地方最低
賃金審議会

令和9年度審議方針
令和9年度上半期日程調整
特定最低賃金意向表明
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資料№８.
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2
0
2
1
年

4
月

1
日

目
安
答
申
後
の
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
に
お
け
る
審
議
の
流
れ

厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局

資
料
N
o
.1

23
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６
月

７
月

８
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

１
月

２
月

目
安
答
申
後
の
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
に
お
け
る
審
議
の
流
れ
（
令
和
６
年
度
の
例
）

◆
◆

6
/2

5
 諮

問
7

/2
5

 目
安
を
答
申

◆
◆

7
/2

 大
阪

諮
問

8
/1

 大
阪
な
ど

答
申

◆
◆

7
/5

 徳
島

諮
問

8
/2

9
 徳

島
答
申

◆

◆

1
0

/1
 大

阪
な
ど

発
効

※
令
和
６
年
度
で
最
も
早
い 1

1
/1

 徳
島

発
効

※
令
和
６
年
度
で
最
も
遅
い

◆ 9
/3

 島
根

製
鋼
等
製
造
業

諮
問

◆
1

1
/2

8
 島

根
製
鋼
等
製
造
業

発
効

※
令
和
６
年
度
で
最
も
早
い

中
央
最
低
賃
金
審
議
会

地
方
最
低
賃
金
審
議
会
（
地
域
別
最
低
賃
金
に
関
す
る
審
議
）

地
方
最
低
賃
金
審
議
会
（
特
定
最
低
賃
金
に
関
す
る
審
議
）

2

◆

9
/2

7
島
根

製
鋼
等
製
造
業

 答
申

◆
2

/2
1

 広
島

自
動
車
小
売
な
ど
発
効

※
令
和
６
年
度
で
最
も
遅
い

8
/5

 広
島

自
動
車
小
売
業

諮
問

◆
◆

1
2

/2
3

 広
島

自
動
車
小
売
業

 答
申

６
月
下
旬
～
７
月
下
旬
頃

７
月
～

1
1
月
頃

８
月
～
翌
年
２
月
頃

（
例
）

（
例
）
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令
和
６
年
度

地
域
別
最
低
賃
金
額
一
覧

ラ ン ク

都 道 府 県

名

最
低
賃
金
額

（
円
）
※
時
間
額

引 上 額

答
申
日

発
効
日

ラ ン ク

都 道 府 県

名

最
低
賃
金
額

（
円
）
※
時
間
額

引 上 額

答
申
日

発
効
日

R
6

R
5

R
6

R
5

Ａ

埼
玉

1
0
7
8

(1
0
2
8
)

5
0

R
6
.8
.5

R
6
.1
0
.1

Ｂ

和
歌
山

9
8
0

(9
2
9
)

5
1

R
6
.8
.5

R
6
.1
0
.1

千
葉

1
0
7
6

(1
0
2
6
)

5
0

R
6
.8
.5

R
6
.1
0
.1

島
根

9
6
2

(9
0
4
)

5
8

R
6
.8
.1
6

R
6
.1
0
.1
2

東
京

1
1
6
3

(1
1
1
3
)

5
0

R
6
.8
.5

R
6
.1
0
.1

岡
山

9
8
2

(9
3
2
)

5
0

R
6
.8
.6

R
6
.1
0
.2

神
奈
川

1
1
6
2

(1
1
1
2
)

5
0

R
6
.8
.5

R
6
.1
0
.1

広
島

1
0
2
0

(9
7
0
)

5
0

R
6
.8
.5

R
6
.1
0
.1

愛
知

1
0
7
7

(1
0
2
7
)

5
0

R
6
.8
.5

R
6
.1
0
.1

山
口

9
7
9

(9
2
8
)

5
1

R
6
.8
.5

R
6
.1
0
.1

大
阪

1
1
1
4

(1
0
6
4
)

5
0

R
6
.8
.1

R
6
.1
0
.1

徳
島

9
8
0

(8
9
6
)

8
4

R
6
.8
.2
9

R
6
.1
1
.1

Ｂ

北
海
道

1
0
1
0

(9
6
0
)

5
0

R
6
.8
.5

R
6
.1
0
.1

香
川

9
7
0

(9
1
8
)

5
2

R
6
.8
.6

R
6
.1
0
.2

宮
城

9
7
3

(9
2
3
)

5
0

R
6
.8
.5

R
6
.1
0
.1

愛
媛

9
5
6

(8
9
7
)

5
9

R
6
.8
.1
9

R
6
.1
0
.1
3

福
島

9
5
5

(9
0
0
)

5
5

R
6
.8
.9

R
6
.1
0
.5

福
岡

9
9
2

(9
4
1
)

5
1

R
6
.8
.9

R
6
.1
0
.5

茨
城

1
0
0
5

(9
5
3
)

5
2

R
6
.8
.5

R
6
.1
0
.1

Ｃ

青
森

9
5
3

(8
9
8
)

5
5

R
6
.8
.9

R
6
.1
0
.5

栃
木

1
0
0
4

(9
5
4
)

5
0

R
6
.8
.5

R
6
.1
0
.1

岩
手

9
5
2

(8
9
3
)

5
9

R
6
.8
.2
8

R
6
.1
0
.2
7

群
馬

9
8
5

(9
3
5
)

5
0

R
6
.8
.8

R
6
.1
0
.4

秋
田

9
5
1

(8
9
7
)

5
4

R
6
.8
.5

R
6
.1
0
.1

新
潟

9
8
5

(9
3
1
)

5
4

R
6
.8
.5

R
6
.1
0
.1

山
形

9
5
5

(9
0
0
)

5
5

R
6
.8
.2
1

R
6
.1
0
.1

富
山

9
9
8

(9
4
8
)

5
0

R
6
.8
.5

R
6
.1
0
.1

鳥
取

9
5
7

(9
0
0
)

5
7

R
6
.8
.9

R
6
.1
0
.5

石
川

9
8
4

(9
3
3
)

5
1

R
6
.8
.9

R
6
.1
0
.5

高
知

9
5
2

(8
9
7
)

5
5

R
6
.8
.1
3

R
6
.1
0
.9

福
井

9
8
4

(9
3
1
)

5
3

R
6
.8
.9

R
6
.1
0
.5

佐
賀

9
5
6

(9
0
0
)

5
6

R
6
.8
.2
0

R
6
.1
0
.1
7

山
梨

9
8
8

(9
3
8
)

5
0

R
6
.8
.5

R
6
.1
0
.1

長
崎

9
5
3

(8
9
8
)

5
5

R
6
.8
.1
6

R
6
.1
0
.1
2

長
野

9
9
8

(9
4
8
)

5
0

R
6
.8
.5

R
6
.1
0
.1

熊
本

9
5
2

(8
9
8
)

5
4

R
6
.8
.9

R
6
.1
0
.5

岐
阜

1
0
0
1

(9
5
0
)

5
1

R
6
.8
.5

R
6
.1
0
.1

大
分

9
5
4

(8
9
9
)

5
5

R
6
.8
.9

R
6
.1
0
.5

静
岡

1
0
3
4

(9
8
4
)

5
0

R
6
.8
.5

R
6
.1
0
.1

宮
崎

9
5
2

(8
9
7
)

5
5

R
6
.8
.9

R
6
.1
0
.5

三
重

1
0
2
3

(9
7
3
)

5
0

R
6
.8
.5

R
6
.1
0
.1

鹿
児
島

9
5
3

(8
9
7
)

5
6

R
6
.8
.9

R
6
.1
0
.5

滋
賀

1
0
1
7

(9
6
7
)

5
0

R
6
.8
.5

R
6
.1
0
.1

沖
縄

9
5
2

(8
9
6
)

5
6

R
6
.8
.1
3

R
6
.1
0
.9

京
都

1
0
5
8

(1
0
0
8
)

5
0

R
6
.8
.5

R
6
.1
0
.1

全
国
加
重
平
均

1
0
5
5

(1
0
0
4
)

5
1

兵
庫

1
0
5
2

(1
0
0
1
)

5
1

R
6
.8
.5

R
6
.1
0
.1

奈
良

9
8
6

(9
3
6
)

5
0

R
6
.8
.5

R
6
.1
0
.1

3
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➢
企

業
内

の
賃

金
水

準
を

設
定

す
る

際
の

労
使

の
取

組
を

補
完

す
る

も
の

➢
産

業
又

は
職

業
ご

と
に

適
用

適
用

対
象

使
用

者
や

、
適

用
対

象
労

働
者

が
細

か
く
規

定
さ

れ
て

い
る

➢
そ

の
決

定
は

、
労

使
の

イ
ニ

シ
ア

テ
ィ

ブ
に

よ
り

決
ま

る
※

 全
国

で
、

22
4件

設
定

さ
れ

て
い

る
※

 法
令

上
、

全
て

の
都

道
府

県
に

特
定

最
低

賃
金

を
定

め
な

く
て

は
な

ら
な

い
よ

う
な

義
務

は
な

く
、

あ
く
ま

で
、

各
地

域
（都

道
府

県
）の

労
使

の
意

向
に

よ
り

定
め

ら
れ

る

➢
特

定
最

低
賃

金
は

、
地

域
別

最
低

賃
金

よ
り

高
い

額
で

決
定

す
る

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
（法

第
16

条
）

＜
特

定
最

低
賃

金
の

規
定

例
＞

名
称

：
宮

城
県

自
動

車
小

売
業

最
低

賃
金

（
抄

）

適
用

す
る

使
用

者
：
 宮

城
県

の
区

域
内

で
自

動
車

小
売

業
（
二

輪
自

動
車

小
売

業
（
原

動
機

付
自

転
車

を
含

む
）
を

除
く
、

当
該

産
業

に
お

い
て

管
理

、
補

助
的

経
済

活
動

を
行

う
事

業
所

又
は

純
粋

持
株

会
社

（
中

略
）
を

営
む

使
用

者

適
用

す
る

労
働

者
：

上
記

の
使

用
者

に
使

用
さ

れ
る

労
働

者
。

た
だ

し
、

①
1
8
歳

未
満

又
は

65
歳

以
上

の
者

、
②

雇
入

れ
後

3カ
月

未
満

の
者

で
あ

っ
て

、
技

能
取

得
中

の
も

の
、

③
清

掃
等

軽
易

な
業

務
に

主
と

し
て

従
事

す
る

者
を

除
く

労
働

者
に

係
る

最
低

賃
金

額
：

１
時

間
1
,0

3
6
円

（
※

宮
城

県
地

域
別

最
低

賃
金

額
97

3円
令

和
６

年
1
0
月

１
日

改
定

）

特
定

最
低

賃
金

と
は

特
定

最
低

賃
金

（最
低

賃
金

法
第

1
5条

か
ら

第
19

条
）

4
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特
定

最
低

賃
金

の
決

定
・
改

正
・
廃

止
ま

で
の

流
れ

関
係

労
使

か
ら

の
申

出
諮

問
〔
必

要
性

〕
調

査
審

議
〔
必

要
性

〕
答

申
※

2

地
方

最
低

賃
金

審
議

会
※

1

必
要

性
あ

り

諮
問

〔
労

働
局

長
※

1
〕

改
定

額
決

定
・
公

示
効

力
発

生

〔
労

働
局

長
※

1
〕

公
示

の
日

か
ら
3
0
日

経
過

後
ま

た
は

公
示

の
日

か
ら
3
0
日

経
過

後
で

指
定

す
る

日

〔
金

額
〕

調
査

審
議

〔
改

定
額

〕
答

申
※
2

地
方

最
低

賃
金

審
議

会
※

1

関
係

労
使

の
意

見
聴

取
関

係
労

使
の

異
議

の
申

出

意
見

書
の

提
出

〔
労

働
局

長
※
1
〕

関
係

労
使

の
意

見
聴

取

5

※
１

特
定

最
低

賃
金

の
適

用
区

域
が

２
以

上
の

都
道

府
県

労
働

局
の

管
轄

区
域

に
わ

た
る

も
の

で
あ

る
場

合
は

、
労

働
局

長
は

厚
生

労
働

大
臣

、
地

方
最

低
賃

金
審

議
会

は
中

央
最

低
賃

金
審

議
会

に
読

替
え

る
。

※
２

特
定

最
低

賃
金

の
決

定
、

改
正

又
は

廃
止

の
必

要
性

や
、

金
額

審
議

に
つ

い
て

は
、

全
会

一
致

の
議

決
に

至
る

よ
う

努
力

す
る

も
の

と
さ

れ
て

い
る

。
5

27



特
定

最
低

賃
金

と
地

域
別

最
低

賃
金

の
比

較

特
定

最
低

賃
金

地
域

別
最

低
賃

金

役
割

・
機

能
○

企
業

内
の

賃
金

水
準

を
設

定
す

る
際

の
労

使
の

取
組

を
補

完
す

る
も

の
○

す
べ

て
の

労
働

者
の

賃
金

の
最

低
限

を
保

障
す

る
セ

ー
フ

テ
ィ

ネ
ッ

ト

適
用

対
象

○
産

業
又

は
職

業
ご

と
に

適
用

※
日

本
標

準
産

業
分

類
の

小
／

細
分

類
ご

と

○
そ

の
産

業
の

「
基

幹
的

労
働

者
」
に

適
用

※
基

幹
的

労
働

者
：当

該
産

業
に

特
有

／
主

要
な

業
務

に
従

事
す

る
労

働
者

（基
幹

的
労

働
者

で
な

い
労

働
者

の
職

種
、

業
務

を
記

載
す

る
な

ど
に

よ
り

、
そ

れ
ぞ

れ
の

特
定

最
低

賃
金

ご
と

に
規

定
さ

れ
て

い
る

。
）

○
産

業
・
職

業
を

問
わ

ず
す

べ
て

の
労

働
者

に
適

用

○
都

道
府

県
ご

と
に

適
用

決
定

方
式

○
関

係
労

使
の

申
出

に
よ

り
新

設
、

改
正

又
は

廃
止

○
新

設
、

改
廃

は
労

使
の

イ
ニ

シ
ア

テ
ィ

ブ
に

よ
る

○
行

政
機

関
に

決
定

を
義

務
付

け
（
全

国
各

地
域

に
つ

い
て

、
必

ず
決

定
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

）

効
力

○
刑

事
的

な
効

力
は

、
最

低
賃

金
法

に
は

な
し

。
※

労
働

基
準

法
第

24
条

違
反

（3
0万

円
以

下
の

罰
金

）

○
民

事
的

な
効

力
（最

低
賃

金
に

満
た

な
い

賃
金

を
定

め
た

労
働

契
約

は
無

効
）

○
刑

事
的

な
効

力
（
5
0
万

円
以

下
の

罰
金

）

※
労

働
基

準
法

第
2
4
条

違
反

と
の

関
係

は
法

条
競

合

○
民

事
的

な
効

力
（同

左
）

6
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特
定

最
低

賃
金

の
決

定
・
改

正
・
廃

止
の

申
出

○
関

係
労

使
の

申
出

に
よ

り
、

地
方

最
低

賃
金

審
議

会
に

お
い

て
、

決
定

、
改

正
及

び
廃

止
の

調
査

審
議

を
行

う
。

○
申

出
の

要
件

は
、

中
央

最
低

賃
金

審
議

会
に

お
い

て
労

使
で

合
意

さ
れ

た
も

の
（
※

）

（注
）

「公
正

競
争

ケ
ー

ス
」は

、
設

定
方

式
と

し
て

一
定

の
定

量
的

要
件

を
付

し
た

「労
働

協
約

」ケ
ー

ス
と

は
異

な
り

、
申

出
の

内
容

は
個

別
の

事
案

に
よ

り
種

々
異

な
る

こ
と

が
想

定
さ

れ
、

ま
た

賃
金

格
差

の
程

度
に

つ
い

て
も

そ
の

生
ず

る
要

因
は

多
様

で
あ

り
、

申
出

の
要

件
と

し
て

定
量

的
要

件
を

一
律

に
付

す
こ

と
は

適
当

で
は

な
い

。
（中

略
）

な
お

、
当

該
最

低
賃

金
の

適
用

を
受

け
る

べ
き

労
働

者
又

は
使

用
者

の
概

ね
１

／
３

以
上

の
も

の
の

合
意

に
よ

る
申

出
が

あ
っ

た
も

の
に

つ
い

て
は

受
理

・審
議

会
へ

の
諮

問
が

円
滑

に
行

わ
れ

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
「
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
「
公
正
競
争
ケ
ー
ス
」
検
討
小
委
員
会
報
告
」
（
平
成
4
年
5
月
1
5
日
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
了
承
）

労
働

協
約

ケ
ー

ス
：

関
係

労
使

の
間

で
、

同
種

の
「
基

幹
的

労
働

者
」の

相
当

数
（原

則
と

し
て

10
0
0人

以
上

）に
適

用
さ

れ
る

賃
金

の
最

低
額

に
関

す
る

合
意

（労
働

協
約

）が
あ

る
場

合

新
し

く
決

定
す

る
場

合
の

申
出

の
要

件
改

正
・
廃

止
す

る
場

合
の

申
出

の
要

件

①
基

幹
的

労
働

者
の

２
分

の
１

以
上

が
労

働
協

約
の

適
用

を
受

け
る

こ
と

②
労

働
協

約
の

当
事

者
の

労
働

組
合

又
は

使
用

者
の

全
部

の
合

意
に

よ
り

行
わ

れ
る

申
出

で
あ

る
こ

と

①
基

幹
的

労
働

者
の

概
ね

３
分

の
１

以
上

が
労

働
協

約
の

適
用

を
受

け
る

こ
と

②
労

働
協

約
の

当
事

者
の

労
働

組
合

又
は

使
用

者
の

全
部

の
合

意
に

よ
り

行
わ

れ
る

申
出

で
あ

る
こ

と

※
「
現
行
産
業
別
最
低
賃
金
の
廃
止
及
び
新
産
業
別
最
低
賃
金
へ
の
転
換
等
に
つ
い
て
」
（
昭
和
6
1
年
２
月
1
4
日
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
答
申
）

公
正

競
争

ケ
ー

ス
：

事
業

の
公

正
競

争
を

確
保

す
る

観
点

か
ら

、
同

種
の

基
幹

的
労

働
者

に
つ

い
て

、
最

低
賃

金
を

設
定

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

場
合

新
し

く
決

定
す

る
場

合
の

申
出

の
要

件
改

正
・
廃

止
す

る
場

合
の

申
出

の
要

件

○
企

業
間

、
地

域
間

又
は

組
織

労
働

者
と

未
組

織
労

働
者

の
間

等
に

産
業

別
最

低
賃

金
の

設
定

を
必

要
と

す
る

程
度

の
賃

金
格

差
が

存
在

す
る

場
合

（
注

）

○
適

用
さ

れ
る

労
働

者
又

は
使

用
者

の
概

ね
３

分
の

１
以

上
の

合
意

に
よ

る
申

出
等

7
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令
和
７
年
３
月
時
点
の
特
定
最
低
賃
金

2
2

4
件

（
う
ち
旧
産
業
別
最
低
賃
金
２
件

※
）

※
全
国
に
適
用
さ
れ
る
特
定
最
低
賃
金
1件

を
含
む

必
要
性
有
無
の
審
議

改
正
19
0件

新
設
11
件 必

要
性
な
し

1
1件

必
要
性
あ
り

０
件

必
要
性
あ
り

1
33
件

必
要
性
な
し

5
7件

改
正
決
定

1
33
件

令
和
６
年
４
月
時
点
の
特
定
最
低
賃
金

2
2
4
件

（
う
ち
旧
産
業
別
最
低
賃
金
２
件
）

※
全
国
に
適
用
さ
れ
る
特
定
最
低
賃
金
1件

を
含
む

＜
注
＞

新
設
申
出
は
以
下
の
1
1
件

●
千
葉
県

総
合
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

●
東
京
都

電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子
回
路
製
造
業
、
電

気
機
械
器
具
、
情
報
通
信
機
械
器
具
製
造
業

●
東
京
都

自
動
車
小
売
業
(新

車
)

●
神
奈
川
県

ボ
イ
ラ
・
原
動
機
、
ポ
ン
プ
・
圧
縮
機
器
、
一
般

産
業
用
機
械
・
装
置
、
化
学
機
械
・
同
装
置
、
農

業
用
ト
ラ
ク
タ
、
建
設
機
械
・
鉱
山
機
械
、
金
属

加
工
機
械
製
造
業
神
奈
川
県

電
子
部
品
・
デ
バ

イ
ス
・
電
子
回
路
、
電
気
機
械
器
具
、
情
報
通
信

機
械
器
具
製
造
業

●
神
奈
川
県

自
動
車
（
新
車
）
小
売
業

●
神
奈
川
県

電
線
・
ケ
ー
ブ
ル
製
造
業

●
神
奈
川
県

自
動
車
・
同
附
属
品
製
造
業

●
神
奈
川
県

電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子
回
路
、
電
気
機
械

器
具
、
情
報
通
信
機
械
器
具
製
造
業

●
京
都
府

百
貨
店
、
総
合
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
ド
ラ
ッ

グ
ス
ト
ア

●
和
歌
山
県

各
種
商
品
小
売
業

●
広
島
県

各
種
商
品
、
食
料
品
小
売
業

新
設
申
出
1
1件

（
注
）

改
正
申
出
1
9
2件

金
額
審
議

1
33
件

申
出
な
し

3
2件

要
件
未
充
足

２
件

各
地
域
別
最
低
賃
金
を
上
回
る
特
定
最
低
賃
金

1
34
件

各
地
域
別
最
低
賃
金
を
下
回
る
特
定
最
低
賃
金

9
0件

改
定
な
し
で
地
賃
超

１
件

改
定
な
し
で
埋
没

5
6
件

令
和
６
年
度
の
全
国
の
特
定
最
低
賃
金
の
審
議
・
改
正
結
果

8

Ｐ
９
な
ど
で
「
旧
産
業
別
最
低
賃
金
」

に
言
及
す
る
の
な
ら
、
並
び
で
用
語
を

修
正
（
旧
産
別
最
低
賃
金

最
低
賃
金
）
（
大
野
）

特
賃
の
申
出
の
数
値
誤
り
「
マ
イ
ナ
ス

件
」
は
反
映
し
ま
し
た
（
篠
崎
）
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厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
特
定
最
低
賃
金
の
決
定
等
（
決
定
、
改
正
又
は
廃
止
の
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る

申
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
当
該
決
定
等
の
必
要
性
の
有
無
に
つ
い
て
最
低
賃
金
審
議
会
に
意
見
を
求
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

実
際
の
必
要
性
の
有
無
に
関
す
る
調
査
審
議
に
当
た
っ
て
は
、
以
下
を
参
考
に
、
関
係
労
使
（
当
該
産
業
を
含
め
た
関
係
労
使
）
が
参
加
す
る
こ

と
に
よ
り
、
よ
り
実
質
的
な
審
議
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
6
1
年
３
月
3
1
日
付
け
基
発
第
1
8
8
号
「
今
後
の
産
業
別
最
低
賃
金
制
度
の
運
営
に
つ
い
て
」

２
申
出
に
係
る
新
産
業
別
最
低
賃
金
の
決
定
等
の
必
要
性
に
関
す
る
決
定

(1
)

新
産
業
別
最
低
賃
金
の
決
定
等
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
諮
問
等

（
略
）

ロ
上
記
イ
に
よ
り
新
産
業
別
最
低
賃
金
の
決
定
等
の
必
要
性
の
有
無
に
つ
い
て
諮
問
を
行
っ
た
場
合
、
そ
の
後
の
審
議
会
の
運
営
に
当
た
っ

て
は
特
に
次
の
点
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

(イ
)

関
係
労
使
の
意
向
や
当
該
産
業
の
実
態
等
が
十
分
反
映
さ
れ
る
よ
う
関
係
労
使
の
意
見
を
必
ず
聴
取
す
る
こ
と
。

ま
た
、
必
要
に
応
じ
審
議
会
に
各
側
委
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
小
委
員
会
等
を
設
け
る
な
ど
効
率
的
な
審
議
に
努
め
る
こ
と
。

（
ロ
）
及
び
（
ハ
）

（
略
）

２
運
用
面
の
改
善
に
つ
い
て
具
体
的
な
対
応

(２
) 
産
業
別
最
低
賃
金
の
審
議
手
続
上
の
取
扱
い
の
改
善

①
中
小
企
業
関
係
労
使
の
意
見
の
反
映

産
業
別
最
低
賃
金
の
設
定
に
よ
る
影
響
を
受
け
や
す
い
中
小
企
業
関
係
労
使
の
意
見
が
十
分
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
審
議
会

委
員
の
選
任
や
参
考
人
の
意
見
聴
取
に
当
た
っ
て
、
中
小
企
業
関
係
労
使
か
ら
の
選
任
や
当
該
産
業
の
中
小
企
業
関
係
労
使
か
ら
の
意
見
聴

取
に
配
慮
す
る
こ
と
。

「
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
産
業
別
最
低
賃
金
に
関
す
る
全
員
協
議
会
報
告
」（

平
成
1
0
年
1
2
月
1
0
日
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
了
承
）

特
定
最
低
賃
金
の
決
定
、
改
正
又
は
廃
止
の
必
要
性
の
有
無
に
関
す
る
調
査
審
議
の
運
営
に
つ
い
て
①

9

新
産
業
別
最
低
賃
金
と
旧
産
業
別
最
低
賃
金

特
定
最
低
賃
金
は
、
昭
和

6
1
年

2
月

1
4
日
の
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
の
答
申
「
現
行
産
業
別
最
低
賃
金
の
廃
止
及
び
新
産
業
別
最
低
賃
金
等
の

転
換
等
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、
特
定
の
産
業
の
関
係
労
使
が
労
働
条
件
の
向
上
又
は
事
業
の
公
正
競
争
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
そ
の
産
業
の
基
幹

的
労
働
者
に
つ
い
て
地
域
別
最
低
賃
金
よ
り
金
額
水
準
よ
り
高
い
最
低
賃
金
を
必
要
と
認
め
た
場
合
に
、
そ
の
労
使
の
申
出
に
よ
り
設
定
す
る
こ
と

と
さ
れ
た
「
新
産
業
別
最
低
賃
金
」
と
、
同
答
申
に
基
づ
き
平
成
元
年
以
降
改
正
を
行
わ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
「
旧
産
業
別
最
低
賃
金
」
が
あ
る
。

最
後
の
「
留
意
す
る
こ
と
」
は
、
事

務
方
か
ら
審
議
会
委
員
へ
の
説
明
資

料
と
し
て
は
少
し
変
な
の
で
削
除
し

て
い
ま
す
。

次
の
「
新
産
業
別
最
低
賃
金
と
旧
産

業
別
最
低
賃
金
」
の
項
目
は
、
他
と

性
質
が
違
い
、
こ
の
場
所
に
並
列
で

記
載
さ
れ
る
の
が
違
和
感
あ
る
（
記

載
す
る
な
ら
、
新
１
枚
目
と
し
て
特

定
最
低
賃
金
の
概
要
（
よ
く
使
っ
て

い
る
既
存
資
料
）
を
入
れ
て
、
そ
の

資
料
中
に
脚
注
と
し
て
記
載
す
る
よ

う
な
内
容
？
）
と
思
っ
た
の
と
、

次
ペ
ー
ジ
以
降
で
議
員
、
局
長
、
記

者
の
発
言
を
未
定
稿
抜
粋
と
し
て
そ

の
ま
ま
記
載
す
る
の
に
若
干
違
和
感

が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
資
料
を
用

意
さ
れ
た
元
々
の
経
緯
に
よ
る
と
思

い
ま
す
の
で
、
課
長
・
主
任
の
ご
判

断
に
従
い
ま
す
（
大
野
）
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「
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
産
業
別
最
低
賃
金
制
度
全
員
協
議
会
報
告
」（

平
成
1
4
年
1
2
月
６
日
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
了
承
）

２
関
係
労
使
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
一
層
の
発
揮
を
中
心
と
し
た
改
善

(1
) 
関
係
労
使
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
発
揮
に
よ
る
改
善

①
関
係
労
使
当
事
者
間
の
意
思
疎
通

業
別
最
低
賃
金
の
決
定
、
改
正
又
は
廃
止

(以
下
「
決
定
等
」
と
い
う
。

)に
関
す
る
申
出
に
つ
い
て
、
関
係
労
使
が
双
方
の
意
向

を
了
知
し
て
お
く
こ
と
は
、
そ
の
後
の
円
滑
な
審
議
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
た
め
、
当
該
申
出
の
意
向
表
明
後
速
や
か
に
、
関
係

労
使
当
事
者
間
の
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

こ
の
場
合
の
意
思
疎
通
と
し
て
は
、
関
係
労
使
当
事
者
間
に
お
い
て
話
合
い
を
持
つ
こ
と
が
望
ま
し
い
。

な
お
、
関
係
労
使
当
事
者
と
は
、
主
と
し
て
、
労
働
協
約
締
結
当
事
者
の
使
用
者

(使
用
者
団
体
を
含
む
。

) 
又
は
労
働
組
合
、

都
道
府
県
内
に
お
け
る
当
該
産
業
の
関
係
労
使
団
体
な
ど
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

②
関
係
労
使
の
参
加
に
よ
る
必
要
性
審
議

産
業
別
最
低
賃
金
の
決
定
等
の
必
要
性
の
有
無
に
関
す
る
調
査
審
議

(以
下
「
必
要
性
審
議
」
と
い
う
。

)に
つ
い
て
、
従
来
ど
お

り
の
方
法
で
行
う
か
、
当
該
産
業
の
労
使
が
入
っ
た
場
で
行
う
か
を
、
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
に
お
い
て
、
地
域
、
産
業
の
実
情

を
踏
ま
え
つ
つ
、
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
必
要
性
審
議
に
お
い
て
、
当
該
産
業
別
最
低
賃
金
が
適
用
さ
れ
る
中
小
企
業
を
含
め
た
関
係
労
使
が
参
加
す
る
こ
と
に

よ
り
、
よ
り
実
質
的
な
審
議
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

③
金
額
審
議
に
お
け
る
全
会
一
致
の
議
決
に
向
け
た
努
力

関
係
労
使
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
発
揮
に
よ
り
設
定
さ
れ
る
と
い
う
産
業
別
最
低
賃
金
の
性
格
か
ら
、
産
業
別

最
低
賃
金
の
決
定

又
は
改
正
の
金
額
に
関
す
る
調
査
審
議
に
つ
い
て
は
、
全
会
一
致
の
議
決
に
至
る
よ
う
努
力
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

特
定
最
低
賃
金
の
決
定
、
改
正
又
は
廃
止
の
必
要
性
の
有
無
に
関
す
る
調
査
審
議
の
運
営
に
つ
い
て
②

1
0
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特
定
最
低
賃
金
の
審
議
に
お
け
る
労
使
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
促
進
に
向
け
た
参
考
事
例
に
つ
い
て

○
使
用
者
側
委
員
は
、
改
正
決
定
の
必
要
性
の
有
無
の
審
議
に
お
い
て
、

デ
ー
タ
に
基
づ
く
根
拠
（
厳
し
い
経
営
環
境
に
お
か
れ
る
中
小
企
業
の
負
担

感
や
、
地
域
別
最
低
賃
金
の
大
幅
な
上
昇
等
に
よ
っ
て
地
域
別
最
低
賃
金
に

対
す
る
該
当
産
業
の
賃
金
の
優
位
性
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
等
）
を
示
し
、

「
改
正
の
必
要
性
な
し
」
と
主
張
。

○
審
議
の
結
果
、
「
改
正
の
必
要
性
な
し
」
と
な
っ
た
も
の
の
、
労
働
者
側

委
員
の
提
案
を
踏
ま
え
、
次
年
度
に
お
け
る
改
正
の
必
要
性
審
議
に
向
け
て
、

該
当
産
業
の
労
使
が
新
た
に
参
加
す
る
方
向
で
調
整
を
行
っ
て
い
る
。

「
改
正
の
必
要
性
な
し
」
と
な
っ
た
が
、
次
年
度
の
審
議
に
向
け
て
、

該
当
産
業
の
関
係
労
使
が
参
加
し
た
審
議
の
調
整
を
す
る
こ
と
と

な
っ
た
事
例

労
働
者
側
委
員
が
、
使
用
者
側
の
意
見
を
踏
ま
え
た
審
議
を
行
う
旨

を
表
明
し
た
結
果
、
使
用
者
側
委
員
が
意
向
を
変
更
し
「
改
正
の
必

要
性
あ
り
」
と
な
っ
た
事
例

○
使
用
者
側
委
員
は
、
改
正
決
定
の
必
要
性
の
有
無
の
審
議
に
お
い
て
、
業

界
を
取
り
巻
く
環
境
の
厳
し
さ
を
理
由
に
当
初
「
必
要
性
な
し
」
と
主
張
。

使
用
者
側
参
考
人
の
意
見
陳
述
を
聴
い
た
労
働
者
側
委
員
か
ら
「
使
用
者

側
の
状
況
、
産
業
界
の
状
況
を
踏
ま
え
た
金
額
審
議
を
行
う
」
と
の
回
答
が

あ
っ
た
た
め
、
使
用
者
側
委
員
は
意
向
を
変
更
し
「
改
正
の
必
要
性
あ
り
」

と
し
た
。

○
次
年
度
の
審
議
運
営
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
結
果
、
審
議
日
数
を
十
分

確
保
す
る
と
と
も
に
、
産
業
界
の
意
見
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
産
業
界
代
表
か

ら
の
意
見
提
出
に
加
え
、
意
見
聴
取
も
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

関
係
労
使
当
事
者
間
の
意
思
疎
通
を
図
る
た
め
に
、
審
議
前
の
勉
強

会
の
実
施
や
運
営
に
関
す
る
議
論
を
行
っ
て
い
る
事
例

○
労
働
者
側
委
員
は
、
産
業
の
魅
力
向
上
や
人
材
確
保
の
観
点
か
ら
「
改
正

の
必
要
性
あ
り
」
と
主
張
。
使
用
者
側
委
員
は
、
地
域
別
最
低
賃
金
が
過
去

最
高
の
上
昇
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
「
改
正
の
必
要
性
な
し
」
と
主
張
。

審
議
の
結
果
、
「
改
正
の
必
要
性
な
し
」
と
な
っ
た
も
の
の
、
審
議
の
場

に
お
い
て
、
公
益
委
員
か
ら
「
特
定
最
低
賃
金
が
労
使
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ

に
よ
っ
て
決
定
等
す
る
」
と
い
う
制
度
趣
旨
を
改
め
て
説
明
し
た
上
で
、
労

働
者
側
委
員
・
使
用
者
側
委
員
に
対
し
、
根
拠
を
示
し
て
主
張
を
行
う
よ
う

働
き
か
け
を
行
っ
て
い
る
。

○
第
１
回
専
門
部
会
開
催
前
に
勉
強
会
を
実
施
し
、
特
定
最
低
賃
金
に
つ
い

  
 て

理
解
を
深
め
て
い
る
。
ま
た
、
運
営
委
員
会
に
お
い
て
、
特
定
最
低
賃
金

  
 の

運
営
の
在
り
方
に
関
す
る
議
論
を
行
っ
て
い
る
。

双
方
の
主
張
の
歩
み
寄
り
や
次
年
度
に
つ
な
が
る
調
整
が
十
分
に
行

わ
れ
て
い
な
い
事
例

○
使
用
者
側
委
員
は
、
改
正
決
定
の
必
要
性
の
有
無
の
審
議
に
お
い
て
、
労

働
者
側
委
員
の
「
必
要
性
あ
り
」
と
の
主
張
に
対
し
、
地
域
別
最
低
賃
金
が

こ
こ
数
年
急
激
に
上
昇
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
「
改
正
の
必
要
な
し
」
と

主
張
。

〇
使
用
者
側
委
員
か
ら
、
経
営
環
境
や
ど
う
い
っ
た
状
況
で
あ
れ
ば
「
改
正

の
必
要
性
あ
り
」
と
な
り
得
る
の
か
と
い
っ
た
具
体
的
な
説
明
が
な
く
、
審

議
が
終
了
し
て
い
る
。

1
1

（
注
）
参
考
事
例
は
、
令
和

6
年
度
の
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
の
審
議
等
の
実
態
を
も
と
に
労
働
基
準
局
賃
金
課
に
て
作
成
。
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